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⑴  信用保証制度の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①保証依頼 

①融資申込 ②信用調査 

､信用保証書発行 

1. 信用保証協会について 
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資本金 従業員

３億円以下 ３００人以下

ゴム製品製造業（自動車または航空機用
タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用
ベルト製造業を除く）

３億円以下 ９００人以下

１億円以下 １００人以下

５千万円以下 ５０人以下

５千万円以下 １００人以下

ソフトウエア業／情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下

－ ３００人以下

業種

製造業など（建設業・運送業・不動産業を含む）

医療を主たる事業とする法人

卸売業

小売業・飲食業

サービス業

⑵ ご利用いただける方 

① 資本金・従業員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 資金使途 

・ 中小企業の皆様が事業経営に必要な運転資金・設備資金等の事業資金であること。 

・ 生活資金等、消費性資金などは対象となりません。 

 

 

 ③ 許可・認可・届出について 

・ 以下に記載する許可等を必要とする場合、その許可の確認が必要となります（原則許可名

義人と借入人が一致していること）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料品製造業 病院、診療所、助産所

食料品販売業 宅地建物取引業

飲食店・喫茶店 酒類製造業

建設業 酒母・もろみ製造業

一般旅客自動車運送事業 酒類販売業

特定旅客自動車運送事業 第１種高圧ガス製造業

一般貨物自動車運送事業 液化石油ガス販売業

特定貨物自動車運送事業 一般労働者派遣事業

旅館業 家畜商

古物営業 浄化槽清掃業

薬局 興行場

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製造販売業 浴場業

医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製造業 測量業

医薬品販売業 砂利採取業

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 採石業

高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業 建築士事務所

医療機器修理業 電気工事業

一般廃棄物処理業 自動車分解整備事業

産業廃棄物処理業 揮発油販売業

特別管理産業廃棄物処理業 揮発油特定加工業

有料職業紹介事業 軽油特定加工業

※老人介護事業（グループホーム、デイサービス他）)については、事業者指定を確認する。

許認可等業種一覧
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（単位：％） １区分 ２区分 ３区分 ４区分 ５区分 ６区分 ７区分 ８区分 ９区分

一般保証 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45

福島県県起業家支援保証制度 1.25 1.15 1.00 0.85 0.75 0.70 0.60 0.40 0.25

創業等関連保証制度

創業関連保証制度

0.90

0.85

個人・法人 組合

一　般　保　証 ２億円 ４億円

無　担　保　保　証 ８，０００万円 ８，０００万円

無担保無保証人保証 １，２５０万円 １，２５０万円

④ 保証の対象となる業種 

・ 中小企業の方であれば、ほとんどの業種が対象となっております。 

・ 但し、農林漁業（一部対象業種あり）、遊興娯楽業の一部、飲食業の一部、金融業及び宗

教法人、学校法人、非営利団体等は対象外となっております。 

・ 保証対象業種で、許認可を必要とする業種は、その許認可、届出が必要となります。創業

にあたり、これから取得する場合の対応も可能です。ご相談ください。 

 

⑶ 信用保証の限度額 

 

 

 

 

※ 他に特例等により別枠で利用できる制度があります。 

また、保証限度額まですべての方が利用できるとは限りません。 

無担保無保証人保証は、他の保証と併用することはできません。 

 

⑷ 信用保証料 

・ 経営状況（決算内容等）に基づき保証料率は 1～9区分の 9段階となります。 

 

 

 

 

 

 

⑸ 経営支援業務の変遷 

 

日 付 保証協会を取り巻く環境（背景） 内容・備考 

H17.6 中政審「信用補完制度のあり方に関する検討小

委員会取りまとめ」公表 

・協会において、経営支援・再生支援に係る金融関連サービス

強化の必要性を指摘 

H17.9.30 企業支援チーム設置 保証協会内の中小企業診断士 1名が参加 

H18.1～ 求償権放棄、不等価譲渡、求償権消滅保証取扱開始  

H18.4～ 求償権劣後化（DDS）の取扱開始  

H18.6～ 再生審査会設置 「創業計画中または創業後 5 年以内（創業・再挑戦の場合）」或いは「事業継続

中（再生の場合）」であって、「誠実な返済の履行により債務償還可能」な求償権

先を対象に検討➔計画策定のサポート➔審査会 

H19.8～ 創業・再挑戦審査会設置 

H20.4.1 経営相談課設置（企業支援チーム解散） 中小企業診断士 2 名が配属 

H20.9 リーマンショック H20.10～ 原材料価格高騰対応等緊急保証制度 

H21.3～ 「中小企業金融円滑化法」施行 当初 H23.3.31 迄、最終 H25.3.31 迄延長 

H23.3.11 東日本大震災 H23.5～ 東日本大震災復興緊急保証制度 

H25.4.1 経営支援室設置 中小企業診断士 4 名が配属 

H26.2～ 保証付債権劣後化（DDS）の取扱開始 条件変更手続きにより資本的劣後債権に転換 

1期目の事業申告、決算申告を終えていなければ 5区分となります。 
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主な経営支援の内容 

【支援ツール】 【対   象】 【内   容】 

創業・ 

経営相談会 
（年 12回開催） 

・創業～県内での創業予定者、創業

まもない事業者 

・経営～県内の中小企業・小規模事

業者 

・当協会の営業店・支店内に相談会場を設置し、対象事業者

に対して、財務分析を主体とした経営アドバイス、資金調達に

関するアドバイス、経営戦略のサポート、等を行う。 

専門家 

派遣事業 

（診断協会提携） 

・原則、協会を利用している先で、経

営の悩みを抱え、経営の向上意欲

がある企業 

・福島県中小企業診断協会と提携し、企業のニーズにあった

プロのコンサルタントを派遣し、経営診断や経営課題に対する

解決策の提案、経営改善計画の策定支援等の支援を行う。 

（ミラサポ経由） ・県内の中小企業・小規模事業者 
・中小企業庁が開設する中小企業・小規模事業者向け支援ポ

ータルサイト【ミラサポ】を通じた専門家派遣。 

中小企業経営 

サポート会議 

・経営改善計画を策定するなど、真

摯に経営改善の努力を行っており、

金融機関間での金融調整を希望す

る事業者 

・経営改善に取り組む中小企業者と取引金融機関等の関係

機関が意見交換を行うことで、中小企業者の経営改善を促進

する。 

経営安定化 

  支援事業 
（経営支援 

促進補助金） 

・経営安定に支障をきたしている、ま

たはそれが懸念されるが、経営支援

により改善が見込める事業者 

・経営安定に支障をきたしていると判断される事業者を対象に

企業訪問し、専門家派遣や経営改善計画策定支援を通じ、

対象企業の経営改善、事業改善を図る。（➔詳細は後述） 

経営改善計画

策定支援事業

補助 

（405事業） 

・認定支援機関による支援を受けて

改善計画を策定し、金融機関から金

融支援を得ることを目指す事業者 

・協会補助には、協会利用先で原則

経営サポート会議が必要 

・金融支援が必要な事業者が、認定支援機関（外部専門家）

の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、それに要する

費用について総額の 2/3（上限 200万円）まで負担する。 

・当協会は協会利用先に対し、自己負担部分（1/3）について

20万円を上限に費用補助を行う。 

価値

倒産

各種再生手法

金融相談

創業 事故原因発生 期限の利益喪失

保証業務、

条件変更

代位弁済・回収

創業期 成長期

成熟期
衰退期

再生期

フォローアップ、

専門家派遣、

信用保証、

金融相談

創業相談会

再生支援協議会、福島県産業復興相談センター、震災二重ローン（震

災支援機構、復興機構）、うつくしま未来ファンド、REVIC

経営支援ツール

安定期

経営相談会、経営サポート会議、協会簡易診断

専門家派遣（診断協会・ミラサポ）、改善計画策定支援事業（405事業）

条件変更、延滞、事故報告先の管理

経営支援室の業務内容
（企業のライフサイクルと協会業務）

期中管理

期中支援

再生支援創業支援

経営安定化支援事業（経営支援促進補助金）

大口先、モニタリング（SN保証、震災緊急保証経営力強化、サポート保証）

期中管理

再生支援

創業支援

保証協会
の業務

企業の事象

企業の

ライフサイクル

保証協会の

支援業務

期中支援
信用保証、金融相談

信用保証

代位弁済、

管理回収

ステージに応じた経営支援

信用保証

2. 福島県信用保証協会の経営支援について 
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* 直近の決算書を確認する。 

* 計画書の有無を確認する。 

➔計画の進捗状況、実行性、具体性はどうかについて検証されているか 

* 目的は ”専門家を派遣すること” 、”計画書を作ること” ではない。 

➔改善のための助言、計画策定、支援機関の支援体制の構築。そのための手段としての 

「専門家派遣」、「経営改善計画策定支援事業」である。 

 

 A 震災後に計画を策定しており、現在もその計画に沿って行動している、進捗状況は概ね 80％以内で推移し

ており、全社がその方向に向かっており、今後も実行可能な計画である、場合は、当面静観といたします。 

 B、C 協会経営支援室、または当協会管轄の営業店・支店までご連絡下さい。 

  ➔  後述の経営安定化支援事業、経営改善計画策定支援事業（405事業）の説明へ 

 D 計画未策定、計画書があっても計画期間が到来している、実行性が乏しい、という状況に対して、B、Cの活

用ができない場合は、事業者の認識、金融機関の経営支援方針を確認し、改めてご説明いたします。（B、Cの

選択を協議、または、メインバンクにイニシアティブをとっていただき、期限を定めて実行性のある計画書の作成

を促します。） 

 現況及び実態を踏まえ、事業再生を念頭に、再生支援 

協議会の他、第三者機関への相談も検討します。 

E 借換資金、併せて新規融資にも対応します。 

3. 保証協会の経営支援の流れ 

  

一本化や借換を
検討

営業状況、業況、借入状況、返済額、資金繰り、等の把握

計画書はあるか

405、専門家派遣

計画策定支援

震災後策定、実行性、

進捗概ね80%以上

経営力強化保証、復興

資金、特追借換などに

より借換

返済の継続、

BKの方針等

Yes

No

No

Yes

No

Yes

計画策定、または既存

の計画に対するBK方針

を確認

Yes
静観
条件変更継続

No計画策定に

対する意識

認定支援機関
の協力を得られる

No
Yes

No Yes

経営改善計画策定支援事業

（405事業）へ

金融機関の協力
を得られる

経営安定化支援事業（協会
専門家派遣事業～経営診断、

改善計画策定支援）活用

➔経営支援室へ

No

Yes

No

方向性の

確認

計画再策定 アクションプランの

検証、再構築

A

B

C

D

企業訪問により

E

福島営業店

郡山支店

白河支店

会津支店

いわき支店

相双支店

営業店・支店別の管轄地域 
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4. 経営安定化支援事業（経営支援促進補助金）中小企業庁 平成 26年度補正予算（10億円） 

 

 経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者などの経営改善を促進するため、保証協会におい

て、地域金融機関と連携した協会保証付融資を利用している中小企業者に対する経営支援の取組を一層

強化する。 

 中小企業等への経営支援を強化することにより、保証協会に生じるコストの一部について補助することで、経

営改善を必要とする中小企業・小規模事業者に対する支援を積極的に実施できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 経営安定化支援のため、特に条件変更先、または条件変更が懸念される事業者の経営改善、事業改善

にご活用ください。 

＊ 経営診断後の経営改善計画策定を想定する場合、顧問の税理士が認定支援機関ではない（または計

画策定に消極的な）場合、に有効です。 

＊ 問題点の抽出や課題の整理をする前でも、当協会にてご相談に応じますので、お声をかけてください。（事

業者へ当協会の経営支援メニューの提案に伺い、経営改善、経営支援のために寄り添います。） 

＊ 金融機関によるモニタリングは、3～6か月毎に 3年間、行っていただきます。（モニタリングの中で、アクション

プランの再構築や新たな課題への対応が必要な場合は、当協会にご相談ください。） 

  

 

 

 

経営全般はもちろん、以下の具体的分野のほか、経営改善計画の策定に対してもサポートいたします。 

 
 経営戦略 

 新事業開拓 

 販売・マーケティング 

 現場改善・生産性向上 

 法務・労務関係 

 財務・会計関係   etc 

 

経営改善計画策定支援 

最大 5回 

金融機関によるモニタリング、 

及び当協会のアフターフォロー 

 

 

経営診断と 

改善提案 

事業者の希望と専
門家の判断により 

最大 5回 

計画を遂行していただき、
一定期間寄り添います。 

《ご注意》 本事業は、「経営改善計画策定支援事業（一定の要件の下、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定を

支援し、中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関に対し負担する経営改善計画策定支援に要する計画策定費用

及びフォローアップ費用の総額について、経営改善支援センターが３分の２（上限 200 万円）を負担するもの）」（いわゆる

405事業）とは異なります。 

10億円 

経営支援対策費補助 経営支援 

取組促進 

地域金融機関等 

信用保証協会 国 

経営支援 

事業イメージ 

中小企業・ 

小規模事業者 

当該事業と専門家派遣事業の関係 

 H25.6 より開始している『専門

家派遣事業』を拡充、変更した

ものですので、当協会の利用が

ある事業者の方であれば、どな

たでも利用できます。 

 経営安定化支援事業は、拡充

変更した専門家派遣事業を活

用することで、経営支援及び支

援機関の取組みを強化するもの

です。 

協会が直接補助金を 

受ける事業です 

事業の概要・目的 

事業者に寄り

添った経営支援 
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当該事業に係る

補助利用申請書 

当協会 

利
用
申
請 

申
請
受
理 

交
付
申
請 

補
助
金
交
付 

1 経営改善支援センターへ「経営改善計画策定支

援事業」の利用申請後、（様式・改善 1）（様式・改

善 2）と経営改善支援センターへ提出した書類の一

部を添付し、当協会へ自己負担分の費用補助利用申

請を行います。 

申請受付 

当該事業に係る

補助金振込 

認定支援機関 

利用審査 

交付審査 

申請受付 

改善計画策定 

2 費用補助の利用申請内容について、当協会で費

用補助が適当と判断した時は、申請者（事業者）に

「経営改善計画策定費用補助申請受理通知書」（様

式・改善 4）及び「経営改善計画策定費用補助」交

付申請書用紙を（様式・改善 5）送付します。 

事業者 

（様式・改善 1）

（様式・改善 2） 

（様式・改善 4）

（様式・改善 5） 

3 申請者は、当協会から送付された交付申請書（様

式・改善 5）に経営改善支援センターからの費用負

担を証する資料を添付して、当協会へ補助金の交付

申請を行います。 （様式・改善 5） 

4 補助の交付が決定した場合は、申請者に対し、

「経営改善計画策費用補助」決定通知書（様式・改

善 7）によりお知らせします。 
（様式・改善 7） 

● 金融機関と計画の合意などの調整が必要な場

合（取引金融機関が複数の場合）は、経営サポート

会議（当協会が事務局）を開催します。 

【申請者】 

手続、取扱方法、協会書式 

当該事業に係る

補助受理通知書 

当該事業に係る

補助交付申請書 

◎ 次の要件のすべてに該当する事業者が費用補助の対象となります。  

① 当協会の利用がある事業者 

② 経営改善に積極的に取組む意欲があり、保証協会が費用補助を認めた事業者 

③ 原則として、経営サポート会議（バンクミーティング）を活用する事業者 

（ただし、単一の金融機関との取引のみであれば、開催は任意の判断とします。） 

《補助申請の流れ》 

当協会営業店・支店へ 

経営サポート 
会議開催 

計画同意、計画成立 

支援センター（国）への 
補助金申請（2/3部分） 

認定支援機関
へ費用全額支
払（2/3 の補
助を含む）後、
協会へ申請 

計画策定前に協会へ報告 
➔ 計画策定 

  ➔ 経営サポート会議開催 
➔ 計画の合意成立 

     ➔ 支援センターからの補助金 
      交付後、当協会へ交付申請 

   ➔ 自己資金部分に対する 
   補助交付（最大 20万円） 

注
意
事
項 

当協会では、国の支援事業の利用により、自ら経営改善に取り組もうとする意欲ある中小企業を支援するた

め、経営改善計画策定のための費用の補助事業をしています。  

 これは、国が実施する「認定支援機関により経営改善計画策定支援事業」に基づき、当協会が県内中小企業

者の経営改善策定に積極的に関与するとともに、当該事業に係る費用のうち、自己負担部分の 80%（上限 20万

円、ただし自己負担部分が 10万円以下の場合は全額、10万円を超える場合、自己負担部分の 80%と 10万円の

いずれか大きい金額）を補助し、中小企業者の負担軽減を図るものです。ぜひご活用ください。  

 詳しくは、当協会経営支援室、営業店・支店へご照会いただくか、当協会ホームページをご覧ください。 

5. 経営改善計画策定支援事業補助（405事業） 
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福島県信用保証協会 

① 経営改善、事業改善について相談したい 

② 経営計画の策定について相談したい 

③ 創業・第二創業予定者 

④ 新規借入予定者 

⑤ 資金繰りについて相談したい 

⑥ 専門家派遣、経営改善計画策定支援事業、経営サポート会議な

ど当協会の経営支援メニューの利用を相談したい   等々 

 

創業・経営相談会 

① 経営改善、事業改善を作成したい 

② 原価低減、販路拡大に取り組みたい 

③ 新たな事業分野に進出したい 

④ 後継者に事業を承継したい 

⑤ 生産管理体制を見直したい 

⑥ 5S、現場改善、品質向上等に取り組みたい 

⑦ 新製品開発に取り組みたい      等々 

 

専門家派遣事業 

中小企業者と取引金融機関とが一堂に会して情報共有を行うこ

とで、中小企業者の早期経営改善等を図ることを目的とした会議 

① 返済方法の変更を考えているが、金融機関の対応が異なるの

で、関係機関と意見交換をしたい。 

② 現状の資金繰りを金融機関に説明して協力を要請したい。 

③ 経営改善計画を策定したので、課題解決のための助言や経営

支援をお願いしたい。 

④ 経営改善計画策定支援事業により計画を策定したので、関

係機関の同意形成の検討のためのバンクミーティングを開催した

い。                   等々 

中小企業経営サポート会議 

② 保証申込、事前相談、信用保証料率照会、企業訪問、McSS提供 等々 

窓口相談、保証業務、期中管理業務 

事業内容や財務状況など経営上の課題を抱え、金融支援等を必要としている中小企業・小規模

事業者に対して、認定支援機関による経営改善計画策定費用やデューデリジェンス（資産査定）

費用、モニタリング費用につき、総額３００万を上限として、その２／３を補助する。 

① ○事業者の自己負担額は１００万円以下々 

経営改善計画策定支援事業（405事業） 

福島県経営改善支援センター 

中小企業・小規模事業者 

金融機関 
認定支援機関（税理士、中小企業診断士、等） 

保証申込 
金融相談 
経営相談 
フォローアップ 
モニタリング 

保証依頼、
相談、協議 

計画策定相談、補助申請 

経営相談、計画策定支援 

融資申込 
金融相談 
経営相談 

拡充・変更した協会独自専門家派遣事業を活用する

ことで、経営支援及び支援機関の取組みを強化する。 

経営安定化支援事業 

対象企業のリストアップ、事業者や金融機関の他、

協会窓口における判断により選定 

➔金融機関、事業者と調整の企業訪問 

405事業へ 

➔  専門家派遣（経営診断・改善計画）へ 

金融機関の経営支援の取組みを支援 

➔（計画策定後）経営サポート会議 

➔ アフターフォローと金融機関のモニタリング 

   

計画策定前に協会へ報告 
➔ 計画策定 
➔ 経営サポート会議開催 
➔ 計画の合意成立 
➔ 支援センターからの補助金

交付 
➔ 当協会へ交付申請 
➔ 自己資金部分に対する 
補助交付（最大 20万円） 

6. 経営支援体制について 

必要に応じて連携 
専門的支援機関、商工団体、等 

計画策定のための事前相談、

補助申請 

経営力強化保証 
経営改善 
サポート保証 

ふくしま復興資金 
 等により借換、 
 条件変更 etc 
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7. 専門家派遣について 

(1) 保証協会の専門家派遣事業 

 保証協会における専門家派遣事業は、福島県中小企業診断協会と平成 25年 6月 11日付にて業

務基本契約を締結しています。 

 契約内容は、当協会が診断協会へ、経営診断業務について中小企業診断士の斡旋を委託、1 回

20,000円（旅費込み）、3回までの派遣を行ってきました。 

 平成 27年度より、経営診断業務として、原則 3回、最大 5回、時間単価 10,000円/ｈ、加えて、

経営改善計画策定支援業務として、原則 3回、最大 5回、時間単価 10,000円/ｈ（経営診断業

務に同じ）に改正しました。また、謝金に含めていた旅費（交通費）を別途支払うこととしました。 

 なお、対象となる事業者については、従来「当協会の利用者」としていましたが、今回「経営の安定に支

障が生じており、経営課題の解決により経営状況の改善が見込まれ、この解決のために専門家派遣を

希望される方。」を条件とすることで、当該事業者の需要を喚起しています。 

 

 専門家派遣実績（ミラサポを除く） 

年度 企業数 実施回数 

平成 25年度 2 6 

平成 26年度 18 30 

（うち、派遣中止） （2）  

（うち、受付のみ） （4）  

 

(2) 平成 27年度の拡充・変更内容と注意点 

 

 変更後の派遣回数は、「最大 10回」としているが、あくまでも、経営診断業務と計画策定業務はそれぞれ 5

回までである。（例えば、診断が 3回で終わっても、計画に費やせる回数は 5回まで） 

 経営診断業務、計画策定業務それぞれに対して、協会宛の所定の申込書、診断報告書、毎回の従事証

明書（診断内容報告を含む）、及び請求書の提出を受けること。 

 金融機関のモニタリングは、任意の書式とする。なお、計画策定支援のための専門家派遣を開始する際は、

金融機関及びその担当者から了解を得ること。（現状では、特に様式はないので、いつ誰に確認した旨を報

 拡 充 、 変更後 現 行 

契約業務 

経営診断業務、経営改善計画策定支援業務（*） 

＊ 計画策定の場合は、金融機関においてモニタリング（3～6 か月毎、3

年間）をお願いします。 

経営診断業務 

終了時の 

提出物 

診断報告書、専門家派遣業務従事証明書（診断内容報告を含む。改

善計画書は事業者より提出を受ける。） 
診断報告書 

派遣回数 

 原則 3回、ただし、対象企業の要望があり、担当診断士が応じ、当協

会が認めた場合は、最大 5回までの派遣が可能 

 経営改善計画策定支援に係る派遣についても、別途、経営診断と同

様の回数とする。（最大合計 10回の派遣が可能となる。） 

最大 3回 
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告書等に記載すること。また、当該金融機関担当者には、初回派遣及び最終回には必ず同行してもらい、

その意思を確認すること） 

 計画策定支援は、あくまでも事業者が策定する計画に対する支援であり、派遣専門家が策定するもので

はない。派遣専門家主導で進めるのではなく、経営診断を踏まえ事業者の判断で計画策定の依頼に基

づき、協会が判断すること。よって、前記のとおり、計画策定支援にあたっては、改めて所定の申込書を受ける

こととなる。 

 

以上、中小企業診断協会 との協議結果 

H27.5.25（月）福島県信用保証協会 経営支援室 

(3) 診断内容報告  

(4) 従事証明書 


